
 

（様式１－３） 

郡山市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 30年 10月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 50 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業（郡山市） 事業番号 A-2-1 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県(直接) 

総交付対象事業費 1,974,944（千円） 全体事業費 1,974,944（千円） 

事業概要 

原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、災害公営住宅入居者

への家賃を低廉化する。 

 

【対象】 

 ・柴宮団地（安積町、安積町２） 

 ・富田団地（富田町、富田町２、富田町３、富田町４） 

 ・日和田団地（日和田町） 

 ・八山田団地（富久山町、富久山町２、富久山町３） 

 ・東原団地（喜久田町、喜久田町２、喜久田町３） 

 ・鶴見坦団地（鶴見坦） 

 ・安積団地（安積町３、安積町４） 

 ・守山駅西団地（田村町岩作） 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載

してください 

居住制限者の避難の状況との関係 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、避難指示区域が設定され、役場機能

を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基盤を根底から揺るがすものとなっ

ている。 

災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、応急仮設

住宅等からの移行を進め、居住の安定の確保を図るものである。 

 

 

 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

  

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

郡山市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 30年 10月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 51 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業（郡山市） 事業番号 A-3-1 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県(直接) 

総交付対象事業費 380,676（千円） 全体事業費 380,676（千円） 

事業概要 

原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、応急仮設住宅等に居

住する特に所得の低い避難者が円滑に災害公営住宅に移行し速やかに住宅再建できるよう、災害公営住宅

の家賃を一定期間、入居者が無理なく負担しうる水準まで低減する。 

 

【対象】 

 ・柴宮団地（安積町、安積町２） 

 ・富田団地（富田町、富田町２、富田町３、富田町４） 

 ・日和田団地（日和田町） 

 ・八山田団地（富久山町、富久山町２、富久山町３） 

 ・東原団地（喜久田町、喜久田町２、喜久田町３） 

 ・鶴見坦団地（鶴見坦） 

 ・安積団地（安積町３、安積町４） 

 ・守山駅西団地（田村町岩作） 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載

してください 

居住制限者の避難の状況との関係 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、避難指示区域が設定され、役場機能

を県内外の地域に移転せざるを得なくなるなど、原子力災害は本県の基盤を根底から揺るがすものとなっ

ている。 

災害公営住宅は、居住制限者にとってのコミュニティの形成・維持の拠点となるものであり、円滑に恒

久住宅に移行し、速やかに生活再建ができるよう特に所得の低い入居者の家賃を低減する必要がある。 

 

 

 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

郡山市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 30年 10月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 52 事業名 県道須賀川三春線交差点改良事業 事業番号 Ｆ－１－１ 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県(直接) 

総交付対象事業費 120,000（千円） 全体事業費 155,000（千円） 

事業概要 

・東京電力福島第一原子力発電所の事故による長期避難者のための安定した生活環境を確保し、長期に 

わたる避難生活を安心して過ごせるよう、郡山市田村町岩作地区に 80戸の復興公営住宅を計画している

ところである。 

・その際、復興公営住宅入居者及び周辺住民の安全の確保並びに県道須賀川三春線における交通混雑の 

緩和等のため、近隣交差点を拡幅するものである。 

  （参考）復興公営住宅岩作地区 全 80戸 

       平成 28年 12月 第 1期入居（68戸） 

       平成 29年 13月 第 2期入居（12戸） 

【整備概要】 

 ・県道須賀川三春線の交差点拡幅 
 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

『福島県復興計画(第３次)』掲示 

取組名：生活再建支援プロジェクト【復興公営住宅整備】 

取組内容：避難町村の意向を十分に確認しながら、県営住宅を含む様々な整備方法について検討中 

 

（事業間流用による経費の変更）（平成 30年 10月 11日） 

用地交渉決裂により道路形状に変更が生じたことから、本工事費増額分として、F-1-2県道小名浜四倉交

差点改良事業（小名浜、永崎）より 5,000 千円（国費:3,875 千円）を流用。これにより、交付対象事業費

は 150,000千円(国費 116,250千円)から 155,000千円(国費 120,125千円)に増額。 

 

 

居住制限者の避難の状況との関係 

・当該路線は、田村郡三春町と須賀川市を結ぶ主要地方道であり、当該区間は近傍に小中学校が所在し、登下校に通

行するほか、郡山市田村町と須賀川市中心市街地を結んでいることから、朝夕に交通量が多くなっている。 

・しかしながら、当該交差点は幅員が狭小で、車両のすれ違いができないことから、交差点の前後で通過待ちの車両

による交通混雑が発生しており、交差点部の拡幅が必要な状態である。 

・また、ここ最近（H17～H26）、人身事故を含め７件の交通事故が発生しております。 

・このような状況に加えて、復興公営住宅 80 戸が整備されることにより、さらに交通量が増え、交通混雑の悪化が懸

念され、守山小学校に通う児童をはじめとする入居者並びに周辺住民の安全の確保はより困難となる。 

・また、復興公営住宅から郡山市中心市街地、守山小学校や近隣スーパーへ移動するためには、当該交差点を通る必

要があり、迂回する場合はスーパー等とは反対方向であり隣接する須賀川市を大きく回り道することになり、迂回路

としては適切でない。 

・これに関しては、受入れ側となる守山地区住民から強い要望も寄せられている。 

・なお、当該区間の拡幅は前後の道路改良済みの幅員相当で行うものである。 

 

 



 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

郡山市生活拠点形成事業計画 生活拠点形成事業等個票 

平成 30年 10月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 43 事業名 被災者生活支援事業（郡山市内） 事業番号 D-13-1 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 481,779（千円） 全体事業費 481,779（千円） 

事業概要 

災害公営住宅の入居者同士の交流、地域にお住まいの方々との交流活動等を支援するために交流員を配

置するほか、交流員の活動を支え、交流イベントの企画、被災者支援に携わる市町村や社会福祉協議会等

との連携を担うスーパーバイザー（以下「SV」という。）及び全体の総括者を配置することにより、長期

避難者等の生活拠点を核としたコミュニティの維持・形成を図る。 

 

【概要】 

 １ 配置人数：平成 31年度 交流員 20人、SV 2人 計 22人 

        平成 32年度 交流員 10人、SV 2人 計 12人  

 ２ 配置期間：「平成 26年 10月～」 

 ３ 活動拠点：郡山市内 

 ４ 対象エリア（災害公営住宅団地数）：23団地  

郡山市（10団地）、会津若松市（5団地）、白河市、（2団地）、 

田村市（1団地）、本宮市（3団地）、三春町（2団地）、 

 

 ５ 実施方法：民間団体等に委託 

 ６ 業務内容：交流活動の支援、イベントの企画・運営、団地内の自治組織の形成に向けた支援、ICTの 

活用によるコミュニティ情報の発信、コミュニティ形成支援に関する調査（入居者のニー 

ズ把握等） 等 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

『福島県復興計画(第２次)』 

取組名： 

取組内容：  

居住制限者の避難の状況との関係 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、双葉郡等の多くの住民が長期にわた

る避難を余儀なくされ、県内はもとより、県外に分散して避難生活を送っており、避難者同士の交流が希

薄になるなど、コミュニティの維持・形成が重要な課題となっている。 

このような中で、避難者が避難生活を安心して過ごしていただくためには、災害公営住宅の整備を中心

とした生活拠点における避難者のコミュニティの確保が必要である。 

そのため、災害公営住宅入居者同士の交流、地域にお住まいの方々とのコミュニティ活動を支援する交

流員を生活拠点に配置し、交流活動が盛んになるよう取り組んでいく。 

 

 

 

 

 



 

※避難者支援事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


